
■ 出 席 報 告 ■ 榎 谷 委員長

【12月22日】
在籍会員 44名（内出席規定適用免除者 9名）
出席会員 37名（内出席規定適用免除者 6名）

ホームクラブ出席率 90.24％

12月１日のＭＵを含む出席率 95.00％

ロータリーとは、他人に対する思いやりと、他人のためにつくすことである。

謹 賀 新 年
◇ 2010年１月12日 第935回例会(第934号) ◇

本日の例会

今週の歌 「 君が代・奉仕の理想 」

卓 話 「 早 春 閑 話 」

米 谷 正 夫 会 員

次回例会のお知らせ(１月19日)

卓 話 「 私 の 職 業 ⑤ 」

～会員交流のためのスピーチ～

長島、成松、西上、西本、西村 各会員

前回〔12月22日〕例会記録

会長の時間 渡 辺 会 長
皆様、こんにちは。
早いもので2009年、今年最後の例会となりました。

先日、感謝の心育てる「ありがとう」という内容の
話がありましたのでご紹介させて頂きます。
「ありがとう」なんと美しい言葉でしょう。この

言葉には、言った人を美しく、言われた人を幸せに
します。私たちは幼い日、いろいろな場面で必ず言
うようにしつけられました。先日、あるスーパーの
レジでお金を支払っていた母親が「ありがとう」と
言って買った物を受け取っているのを見た小学１、
２年生ぐらいの女の子が「どうして、ありがとうと
言うの。買ってあげたんだから、お店の人だけ言え
ばいいのに」と言いました。その後、お母さんはど
う話されたかは分かりませんが、お互いに「ありが
とう」の言葉は人を温かくして、疲れまでも忘れさ

せてくれるでしょう。意味が理解できないような幼
い時から「ありがとう」と言う言葉はしっかり教え
てほしいです。人は、見えない多くの人から助けら
れ生きているのだから。「ありがとう」は不思議な
言葉。感謝する素直な心を育て、お互いの絆を強め
てくれるでしょう。と言う話でした。
会員の皆様、今年は大変お世話になりました。
有り難うございました。

幹事報告 西 本 幹 事
◎2010年１月のロータリーレートは、１ドル＝90円。
◎12月29日(火)、１月５日(火)は、休会です。次回
例会および１月度理事会は、１月12日(火)です。
◎2009～2010年度ＧＳＥチーム（テキサス州オース
チン）受け入れ第２回担当者会議の案内
日時：１月15日(金) 18：00～
場所：ホテル阪急エキスポパーク

本館３階「緑樹」の間
議題：１月９日の地区実行委員会の報告並びに

プログラムの調整
今後の取り組み方について

金馬奉仕活動委員長よろしくお願いします。



ニコニコ箱

赤 尾 会 員 お祝のアレンジフラワー有り難う
ございました。

榎 谷 会 員 今日で今年の例会も最後で、今後
はインフルエンザにも負けず出席率をあげて下
さい。

原 　 会 員 早退、欠席と続きました。すみま
せん。

栢 本 会 員 明日から冬休みです。
北村(雅)会員 入会して３ケ月経ちました。来年
もどうぞよろしく！
木 元 会 員 今年１年間お世話になりました。
来年も宜しく。

北 山 会 員 本日の卓話よろしく。
杉 本 会 員 お世話になりました。来年もよろ
しくお願いします。

八 橋 会 員 １年間ありがとう。
本日分 38,000円
累 計 693,000円

卓 話

「裁判所は変わったのか？」

北 山 陽 一 会 員
１．最も変わったと思えるのは、裁判員制度を設け
たことでしょう。以前の裁判官は、一般の人の意
見など、単なる雑音としか思っていなかったので
すから、裁判員制度の導入は、最も大きな変化で
あると思います。

２．次に大きな変化は、サラ金のグレーゾーンに対
して返還を認める最高裁の判決です。長い間、利
息制限法の利息を超えても、貸金業法の範囲を超
えない場合は、返還を認められないとしていたの
ですから、大きな変化です。
特に、この件で感じるのは、裁判所というのは、

保守的であり、特に地裁→高裁→最高裁と上に行
くほど、保守的になるというのが常識であったの
が、最高裁がどんどん社会的変化を促すような判
決を出しだしたこと自体が大きな変化です。
昔は、社会の大きな変化を伴うような法律解釈

をすることは、「それは立法論だ。」といって避け
てきたのが、サラ金の金利について社会を変える
ような法的解釈をしたのです。その結果、地下鉄
から、テレビまで、過払い利息の返還の広告が溢
れることになったのは、皆さんのご承知の通りで
す。

３ また、私の専門分野では、保険の挙証責任に関
する最高裁の判決、火災保険や車両保険について、

契約者が偶然の事故であるということを主張立証
するのではなく、保険会社が偶然の事故でないこ
とを主張立証しなければいけないという判例が出
され、一時この点についての裁判が非常に増え、
私が毎年行っている損保協会の講演でも、毎年こ
のテーマを取り上げざるを得ないという事態にな
りました。

４ それでは、どうして従来裁判所の中でも最も保
守的であると言われていた最高裁でこのようなド
ラスチックな変化が起きるのでしょうか？それは、
最高裁の判決を実際に書いているのは、調査官と
いう若手のエリート裁判官で、そのエリート裁判
官の考え方が変化して来たからです。
従来、行政事件では、住民側が行政に勝つとい
うことは非常に難しかったのです。それが、一時
東京地裁の行政部の裁判長をしていた私と同期の
裁判官が立て続けに、行政を負けさせました。従
来ならそのような判決に対して、エリートコース
から外れた、変な裁判官と異端視されるのが、当
時の日経新聞の特集で、エリート裁判官が社会を
変革しようとしていると積極的に評価されたので
す。その当時から、裁判官の考え方は変わって来
たと思います。

５．このような流れの中で、社会を揺るがせるよう
な最高裁の判決がかなり出されるということにな
ってきていると思います。しかし、法律を実質的
に変更するような判決が出されることは、本当に
いいことなのでしょうか？ 私は、サラ金の顧問
はしておりませんが、法的安定性を余りにも害す
ることになるのではないかと心配している反面、
私達が学生時代にならったアメリカの最高裁の立
場に近づいて、司法も面白くなって来たと思いま
す。
皆さんも、少し最高裁の判決の動向に気を付け
て頂き、最高裁の裁判官の国民審査に積極的に参
加して見て下さい｡

水谷会員の卓話「私の職業」は紙面の都合により、
次回に掲載させて頂きます。


